
平野Aエリアの運送区間の変更
変更後運送区間を右図に記載

:運送の区間

（2）事業内容の変更について
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平野Bエリアの運送区間の変更
変更後運送区間を右図に記載

:運送の区間

（2）事業内容の変更について
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既存バス停留所への乗降場所の設置（平野エリア拡大に伴うもの）

乗降場所名称 エリア 加除理由

平野東二丁目80 平野A サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野東二丁目90 平野A サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野馬場二丁目60 平野A サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野馬場二丁目70 平野A サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野西口60 平野A サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野西口70 平野A サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野馬場一丁目20 平野A サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野馬場一丁目30 平野A サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野区役所前11 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野区役所前20 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

追加乗降場所（平野Ａエリア８か所、共通エリア47か所(うち17か所は共通化)）

（3）審議案件
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乗降場所名称 エリア 加除理由

地下鉄平野10 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

地下鉄平野20 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野西四丁目20 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

西出戸80 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連西池前60 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連西池前70 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

地下鉄喜連瓜破10 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

地下鉄喜連瓜破20 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連住宅前60 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連住宅前70 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

（3）審議案件

既存バス停留所への乗降場所の設置（平野エリア拡大に伴うもの）

追加乗降場所（平野Ａエリア８か所、共通エリア47か所(うち17か所は共通化)）
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乗降場所名称 エリア 加除理由

瓜破東口60 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

瓜破東口70 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

地下鉄出戸 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

出戸南口60 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

出戸南口70 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

流町60 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

流町70 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野西六丁目80 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野西六丁目90 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連西口80 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

（3）審議案件

既存バス停留所への乗降場所の設置（平野エリア拡大に伴うもの）

追加乗降場所（平野Ａエリア８か所、共通エリア47か所(うち17か所は共通化)）
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乗降場所名称 エリア 加除理由

喜連西口90 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連西池前61 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連西池前90 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野南口60 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野南口61 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野南口70 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野南口71 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野東住宅前80 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野東住宅前90 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

北出戸80 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

（3）審議案件

既存バス停留所への乗降場所の設置（平野エリア拡大に伴うもの）

追加乗降場所（平野Ａエリア８か所、共通エリア47か所(うち17か所は共通化)）
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乗降場所名称 エリア 加除理由

北出戸90 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連東口80 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連東口90 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野公園前21 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野公園前60 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野公園前70 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

地下鉄平野71 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野スポーツセンター80 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野スポーツセンター90 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

平野西一丁目40 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

（3）審議案件

既存バス停留所への乗降場所の設置（平野エリア拡大に伴うもの）

追加乗降場所（平野Ａエリア８か所、共通エリア47か所(うち17か所は共通化)）
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乗降場所名称 エリア 加除理由

喜連西住道矢田60 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連東一丁目80 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連東一丁目90 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連東三丁目80 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

喜連東三丁目90 共通 サービスレベル確保（300ｍピッチ）

（3）審議案件

既存バス停留所への乗降場所の設置（平野エリア拡大に伴うもの）

追加乗降場所（平野Ａエリア８か所、共通エリア47か所(うち17か所は共通化)）
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